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周知のように，フヲンスでは，第二次大戦直後の戦後改革期において，一連

の「固有化J政策が新しい政治的・社会的状況のもとに実施された。 60年代末

より始まる「経済危機J，その状況下におけるフラ Y ス連合政府の経済政策を

巡る議論の中で r固有化」政策が大きな位置を占めたこともあって，この戦

後改革期の「固有化」政策は，近年，フランスにおいて実証的涯史的研究の狙

上にのぼり始めた130

わが国においても， i経済危機」の状況下でJ 新しい内容をもった経済政策

の必要性についての認識が深まるにつれ，フラ Y 月の戦後改草期の「固有化」

政策が，かかる問題意識からとりあげられ始めている2)。小論の目的も，同様

の問題意識にたって，石炭産業を素材に戦後フランスの「国有化」政策に考察

を加えることにある。

1 i固有化」政策の概観

広田功氏が指摘されるように，戦後改革期の「固有化」政策は，その思想史

1) 広困功，フラノヌ現代資本主義研究の最近の動向!社会経済史子会編「社会経済史子の課題と
展望」昭和田年を参照。

2) 玉川悼巳「フランス企業と国有化問題J，昭和54年。安部誠治， 戦後フランスにお'Jる企業国
有化にかんす喜一考吾も 「大阪市大論集」第37号，昭和56年4月。また，かかる視角からではな
いが，次の論稿もあげておく。原輝史，戦後フランスにおける企業の国有化遠藤輝明細「昌家
と経済」昭平]57年。
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的起源を第一次大戦直後の労働組合運動の政策構想に求めうるヘ しかし，解

放後に現実に実施されたT固有化」政策の基本理念こそが，直接の起源をなす

ものと思われ，それは諸政党・労働組合・諸抵抗団体からなる『全国抵抗評議

会~ (CNR) によって可決された 1日44年 3月の CNR綱領によって与えられ

たことは疑いない。この綱領の第 2部は，フラン旦の解放にむけて実施される

べき諸改草を定めてい毛へ そこに経済改革の一環として， r計画化J，労働者

の経営参加と並んで「固有イヒ」政策が見い出され毛。 r共同労働の成果であり

ながら独占きれている大生産手段，諸エネノレギー資源，地下資源，保険会社お

よび大銀行の国民の手中への復帰。」

この規定はきわめて一般的，かっ，抽象的なものであるが，かかる抽象性は，

CNR に参加した諸党派の多様性を示すと同時に，解放後の「固有化」政策の

内容にその時々の政治的力関係を反映させる可能性をも示唆しているといえよ

う。

そこで，解放後に CNR綱領の具体的実施を担った 3党一一1945年10月の議

会選挙において全議席の 8割を占めた，共産党，社会党，人民共和運動

くMRP) の「固有化」論をみておけば，以下のような特徴をあげることが

できる。

社共両党のそれは， 1945年 2月に締結された共同綱領によれば何よりもまず，

所有と経営からの私的資本の排除にあり，経営面では，議会のコントローノレ下

におかれており，かっ勤労者・技術者・一般的利益〔各省・県会・市会〉の代

表者がま且う経営に，所有国では，旧平均配当の付く終身証券(所有者の死後10

年間はその子供にも保障)の形態での補償に，その特徴がある"。他方， MRP 

の「国有化」論は，原輝光氏によれば r企業固有化は，本質的には国家によ

る管理組織の奪取に存しJ(MRP， La natt"onalisati四， 1946) と述べられてL、

3) 広田劫，戦間期フランス封働運動とテ4 リジスム，遠藤輝明編，前掲書。

4) Les institutions de la IV. republique， Document d'etudes. n・10，1970. 

5) P.<Irti socia1i.'lte. 37" c:ongr白 natl阻 al(1945. 8. 11-15)， RaPPorts~ pp. 66-69. 
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るように，その力点を，管理主体としての国家におくものであったへ

具体的な管理様式，補償方法についての MRPの議論は不明であるが，こ

こでは，社共と MRP のどちらもが「固有化」 という形態には推進という立

場をとっていたこと，にもかかわらず，両者には管理の問題について重要な見

解の相異を生み出しうる理念上の差異が存在していたこと，この 2点に注目し

ておきたい。

ところで i固有化」政策は， 1944年12月から1946年 5月にかけて，ノレノー

自動車工場，航空事業，四大預金銀行，エネルギー産業等へと漸次に拡大され

ていった。この期間は，政府権力によって 3時期に区分されうる。 1945年11月

までのドゴール臨時政府の時期(第 1期)， 1946年 1月までのドゴ ノレを臨時

政府首相にお〈憲法制定議会の時期(第2期入 そして， それ以後のドゴーノレ

の辞任に端を発する社会党グーアンを首相に据えた憲法制定議会の時期(第 3

期)。

前述の原輝光氏は解放後の「国有化」を国有化」された企業の経蛍管理

への国民の参加度を基準にして分類され，次の 3類型に区別された。 iサンデ

ィカロスト型固有化J， iオトノミスト型固有化J，および「エタティ λ ト型固

有化」九今， この 3類型に分類された「固有化」企業を，先の 3時期に対応

させるとかなりの対応関係が見い出される。すなわち，第 l期には「ユタティ

ユト型固有化Jが，第2期には「オトノミ月ト型固有化」が，第3期には「サ

ンディカりスト型固有化」が集中しているのが認められる。

もちろん，そこには，保険34会社のように第3期に実施されながらも「オト

ノミスト型固有化」に分類されている，という例外は存在Lている。しかし，

一般的な対応関係をそこに見い出せるのであり，このことから，各産業の社会

的分業体系に占める位置の相異という要因の働きもさることながら，解放後の

「固有化」政策が CNR綱領によって大枠を定められながらも，実際にはその

6) 原輝史，フランス戦棒固有化研究基礎史料， i早稲田商学」第282号』昭和55年。
7) 原輝史，戦捜 Y ヲンλ における企業の国命化，前掲論主。
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時々の政治的力関係の変化によって影響されたことが推測さわしよう。

その影響がどのように現われたか，すなわち， I国有化」において何が対決

点となっていたかを知るには，各時期の「固有化」の事例を比較する ζ とによ

って可能となろうが，ここでは，ー産業，石炭産業の「固有化」の時系列の変

化を追うことによってこの問題を検討してみたい。というのも，政治的には，

フラ γ只は， 1947年 5月に共産党の閣外追放という事態を迎え，一大転換をな

しとげるから，当問題がより鮮明になると考えるからである。

石炭産業「固有化」法案は， 1946年 3月27日政府案として議会に提出され，

委員会での審議を経て翌月26日に議会で可決された。この政府案と委員会報告

は，石炭産業の「固有化」の必要佐を1.合理的なエネノレギー資源の利用の

必要性 2. 私的所有下での設備投資の手控え，以ょの 2点から導いているヘ

「国有化」された諸企業は，各炭同ごとに HB(Houillむesde bassin) と

いう地方機関に整理・統合され1 そしてそれとは別に， CDF (Charbonnages 

de France) という中央機関が設置された。 HB と CDF の関連は， HB が現

場で採掘・販売をし， CDFが各 HBの自治権を侵すことなくその活動を統一

的に調整・管理するという関係にある〔固有化法第 3， 4条〕ω。集中と分権に

よる合理的管理，少なくとも立法者にあっては，それを念頭においていたもの

と思われる。

経営は，両機関ともに理事会に委ねられる。 CDF の場合は， 国家代表 6名

(関連大臣が提案)， 消費者代表6名， 従業員代表 6名(労働組合が提案)，

以上の18名が閣議で任命され理事会を構成し， HBの場合は， CDF代表6名，

消費者・利用者代表 6名，従業員代表 7名，以上19名(固有化法第21，22条〕。

CNR綱領に掲げられていた労働者の経営参加が， 労働組合の提案権を通じて，

また埋事会内の構成比を通じて実質的に権限を持ちうるように具体化されてい

8) J. 0.， Documents de l'Assemblee national constituante (elue le 21 octobre 1945)， Annexe 
Nロ779Cseance du 27 mars 1946) ct N' 945 Cseance du 9 avril 1946) 

9) Loi nロ46-1072du 17 mai 1946 relative a la nationalisation des combustibles rnineraux， 
J口，Lois et decret， 18 mai 1946， pp. 4272-4276 
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る。ここに，前述の第 3期の「固有化」政策の特徴がある。

補償問題については，株式を基準に L 議決奇由jrgで固定利子・変動利子付き

の CDF債券でなされることとなった(固有化法第12，15条〉。

乙の「固有化」がなされた第 3期は，執行権の優位を要求するドゴーノレが苦宇

佐 L，立法機関を制する 3党が連合政権を構成した時期であった。前述の社共

両党の「固有化」案と実際の法文を比較して気づ〈のは，管理形態における一

致と，補償方式の不一致であるn MRP左派に連繋するキリスト教系労働組合

CFTCは，補償の基準を各資産に置き「正当な」補償を要求していた山。従

って，すでにこの固有化法自体妥協の産物であった。

きて， 5月17日の国有化法公布以後，政府・理事会・労働組合の連係のもと

に炭鉱労働者に対して，採用・解雇・昇進・報酬条件などについての様々な

特典が与えられてゆ〈 ω。一論者の [3者経営のシy、テムは，固有産業の経営

において労働組合が与えられた法的・現実的役割によって，ただ労働者の地位

を支えるために仕えただけであった」山との指摘は，その評仙ーの妥当性を悶わ

ないにしろ，かかる労働者の保護措置において理事会の果たLた役割の重要性

を示唆していて興味深い。

しかし， [国有産業の改革」は早くも固有化法公布後3ヶ月を待たずして始

まる。この|改革」は， 1946年 6月の新たな立憲議会選出のための選挙によっ

て発足した MRP 主導の政権， 1947年 8月の共産党閣外追放などといった

連の政治的力関係の変化を反映したものである。かかる「改革」は，一方では

理事会における労働者の経営参加の形骸化，他方では「固有」企業に対する統

制の整備という方向をとった。

10) Raptort sur les nationalisations， presente au 21" congres natlOnal de la CFTC， 15-18 
s-eptembre 1915， pp. 25-26. また， [固定された利子ネを越えた補償を生み出す手段は，人民共
和派が提案した法案にその起源をもっていた」との指摘もある。 MauriceBye， Nationalization 
in France， in Eiu<tmli • Bye. Rossi， Nationalization in France and Italy， 1955， p. 121. 

11) Rene Gendarme， L'exterien四 francaisede la nationalisation industrielle et ses enseig. 
nements economtq叫ん 1950，pp. 1υl- lO~， pp. 136-137 

12) 恥tlauriceBye， opαt.， p. 144 
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理事会の変質過程は， 1946年 B月に始まる。すなわち， CDF'の起事会を構

成する消費者代表に席を首めていた労働総同盟の 3人が，政府決定によって解

任されたのである。以後も豆年4月までに，次々と HBの理事が代えられて

ゆきョ 1948年秋にさらに CDFの理事会から労働総同盟の理事が政府決定によ

って解任を受け，この時点で， CDFの理事会の半数以上を国家官僚が占める

ことになった。 1953年 5月の政府決定は，理事会に政府任命の「有識者」を導

入し，かかる状況を制度的に固定化する山。

以上の過程と平行して i国有」企業に対する様々な統制機構も整備をみる。

1948年の公企業会計検杏委員会，投資委員会の設置。さらには， 1953年の監査

委員会設置に基づき， i固有」企業の理事会決定に対する拒否権がその委員長

に付与きれたo この拒否権は，理事会の構成変化よりもなお根本的な変化を生

み出した， と評価されているものである凶。

かくして，戦後改革期の石炭産業「国有化」は，当時の政治的力関係を反映

して当初は民主主義的管理機構を内包していたが，その後の政治的力関係の変

化は，何よりもそれの形骸化という形で現われた。そして，その形骸化は表裏

の関係として官僚機構の拡大化を伴っている。しかも，この官僚機構の拡大化

は i国有化」された企業内にとどまらず，その外部での活動領域を新たに生

み出しつつ行なわれたのである。

かかる問題は，必然的に，戦後改革期における官僚機構の改革の問題に関心

を向けさせる。また，これまでの素描ではあたかも解放後の特殊な政治状況が，

自立的に「固有化」政策を誕生させたかのような印象を与える1ヘしかし，こ

の時期の「固有イじ」に何らかの経済的必然性は見い出せないのであろうか。次

節ではまず，後者の問題点にかかわって i固有化」前後の右炭産業を概観す

13) lbid.， pp. 101-103 
14) Ibid.. pp. 112-115. W. A. Robson， Nationalized industries 1n BTitain and France， in W. 

A. Rohson (ed.)， Problems 01πationalized叩 dustry，1952， pp. 269-270 
15) このような政治に力点をおく研究として，例えは H町 Segre，Les entretrises publiques， 1975 

をあげてお〈。
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ること古3ら宮古めよう。

11 r固宥化」前後の石炭産業

戦前のフランλ経済において石炭は重安な位置を占めている。両大戦同期に

は，園内の 1次エネルギー消費のおよそ80%は石炭で賄われた。その噴，石油

も台頭してくるが，その本格的な展開は第二次大戦後それも特に60年代に入っ

てからである。しかも，石炭は第二次大戦後も絶対量をとれぼ重要な位置を占

め続け品。

そこで両大戦同期の石炭の消費構成をみておこう(第 1表〉。製鉄業， 諸工

業，鉄道，そして家庭用の消費が大きな比重を占めている。表にみられる 1933

年以後の製鉄業，鉄道，諸工業などの消費減退は，それ以前に始まる恐慌巳よ

る左手産縮少を主たる要因とするものであることは言うまでもない。また，これ

と対照的に家庭用消費は恐慌の影響を受けていない。ここでは石炭が原燃料と

して，生産，交通また国民生活にとって重要な国民資源となっていることが確

認されよう。

第1表戦前の石炭消費構成

:日 191日五市円高丙吊あ瓦|
5.1 

日
6 6.5 5.2 5 

製鉄 業 12.5 17.4 17.5 10.7 10.4 6.5 9.9 

鉄 道 9.1 11.7 13 10.5 10.2 3.5 9.2 

ガr ス 4.7 i 4.6 4.8 4.3 4.1 1.8 4.1 

電 JJ 3.2 4.4 5 4.5 4.7 0.6 4.8 

船舶用 1.7 2.4 3 1.3 1 1 1 

家 庭用 12 15 15.4 16.5 16.5 4.6 16.5 

諸工業 16.4 17.9 21.2 19 18.9 6.6 17.3 

言十 64.7 I 79.4 1 86.41 67.8 

(注) 1913年目数字には，アルザス ロレーヌを含まず。

1935年の数字は予想3

〈出所 Ratportd'enquete sur le marche charbonnier， 1937， p. 356 
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第2表戦前の石炭供給構成

I国内生産凶 1"輸入制 1消費。 l|A//C(%×〕lool |B//C(%×) 100 

1920 25.3 32.5 57.1 44.3 56.9 

1922 31.9 32.2 61.9 51.5 52.0 

1924 45.0 34.8 76.5 58.8 45.5 

1926 52.5 29.1 79.3 66.2 36.7 

1928 52.4 30.0 79.7 65.7 37.6 

1930 55.1 36.4 86.5 63.7 42.0 

1932 47.3 25.5 71.2 66.4 35.8 

1934 48.7 24.5 71.1 68.5 34.5 

1936 46.2 22.9 70.0 66.0 32.7 

1938 47.5 22.7 67.7 70.2 33.5 

(注〉 仏指'Io司の単位は100方トシ。
的十(BI~伺となっていないのはj 輸出分およびストック分が存在するため。

〈出所-) 1. N. S. E. E. Annu由 rcstatistique de la Franca， 1966， p. 228より作成ム

しかし，かかる消費も国内生産だけでは充足されなかった。輸入先は主とし

てイギロス・ドイツであり， 1926年以後輸入量の国内消費に占める割合は，ほ

ぼ%にも達している(第2表〉。こうして戦前のフランλ は，アメリカ・イギ

リ旦・ドイツ・ツ連邦・インドに次〈ず石炭産出国でありながらも，また世界で

最大の輸入国でもあった。

続いて，石炭産業における企業集中度をみておきたい。 1935年の数値である

が，上位8社で国内総生産の50%を占め，上位民社をとればその比率は万%に

まで達Lている。なお，この時点 Cの企業数は約 112社であった。 193C年には

上位自社で50.5%， 上位16社076.4%の比率を占めていたから， ほぼ恐慌期と

いってよいこの期間，石炭産業はその高い企業集中度という構造を変えていな

いことにな毛川。この企業集中度の高さは，同じく第二次大戦後に「国有化」

をみたイギりス石炭産業に比較すると顕著である。

きて，以上を念頭におきつつ，石炭産業における資本蓄積を恐慌とのかかわ

16) 1935年の数値はI Rapports d'enquete sur le marche charbonnier. 1937 pp. 12-14. 1930 

年目数値は， Robert Lafitte-Laplace， L'economie charbonniere de la France， 1933， p. 204. 
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りで慨観してみよう。

192日年から1926年まで石炭生産量は著しい拡大過程をたどったが， 29・30竿

の例外的増大(その原因は主として厳冬にある)を除き，その後は若干低下し，

38年までその水準のまま停滞している(前掲第 2表)01927年頃始まる市場問

題の悪化，また国際競争の強まり(安価なイギリス炭の輸入増〕の中で， 31年，

政府は輸入炭に対する割当制を導入し国内炭を保護する措置をとった。また，

右炭会社の側でも販売協定を結ぶ。 1932年 4月の協定は，園内を 5つの販売ゾ

ーンに分割L. その各々における販売量を 3グル プ化された各生産者に割り

振ったロ

それでも，石炭販売価格は低下を続けた。かかる中で，費用削減の必要性か

ら生産性のト昇が追求きれたが，これは専 G 労働力のより「合理的」な編成

替え(解雇を含む)による労賃の庄縮を通じた生産性の増大という形をとった。

そのせいもあって， 1931年から1936年頃まで利益はかなり落ち込むものの赤字

は免れている山。従って，先に述べた販売協定は，それによって競争を排除で

きず常に過剰生産への傾向を生み出しつつ石炭価格を低落させていったと考え

られる。しかし， こうして利潤率は低下するけれども，損失にまで発展するこ

とはなく，かかる意味において，この販売協定はその役割を果たしたように思

われる。

この恐慌下における石炭会社のかかる競争と 定の協調は，技術草新による

超過利潤の獲得への動因を弱める方向に作用したと考えられる。さらに，右炭

産業における固定資本投資の比重の高さも，恐慌期において技術草新投資への

動困を鈍らせるみl旬に作用 Lたであろう。戦後り「固有化」の際に問題となっ

た炭鉱諸設備機械の老朽化が，以上のような技術草新への動因の弱まりを，少

なくとも一つの背景としていることは間違いないように思われる。なお，戦時

17) 以上の記述は.Rattort d'enquete sur le η四 Tchecharbonnier， ibid. IAび OdetteHardy-

Hemery， "Rationalisation technique et rationalisation du travail a la Compagnie des Mines 

d'Ainzin" .Le mouvement social， NO 72，1970 jllillet-septembre に負勺ている。
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中 (1939年 9月一1944年 8月)， 石炭生産ほやや増大するが， それはこの時期

の労働者数の増大によるもので，生産性は低下している則。対独協力に対する

炭鉱労働者の抵抗(生産サボタージュ)の影響が大きかった。

石炭会社の中でも大企業に分類される， アンザン (Compagniedes Mines 

d'Anzin) における， 1928年 1930年に本格化ずる合理化を研究した 1論文は，

当時の技術革新が2つの基準 (1低い投資額と生産費の削減J) に基づいてなさ

れていたことを指摘しつつも，次のように結論している。 1この企業(ア Y ザ

ンー引用者〉のボキ十ブラリーにおいて，合理化という単語は，ほぼ『労働組

織」という表現の同義語であるように思われる。みてきたように，主として合

理化は技術的改善にではな<.労働者の最高の能率にかかわっている。J19)この

指摘は，恐慌期におけ吾労働生産性の発展の一様式を示していて興味深い。

さて，解放後の石炭不足は深刻であった。イギリス， ドイツでの生産低下が

輸入国フランλ に及ぼした影響はもちろん，園内生産もまた大きく落ち込み，

解放直後の石炭利用可能量では戦前の消費の40%弱しか賄えなくなっていた。

当時言われていた「石炭危機」は，戦後フランス経済の再建にとって不可欠な

基礎エネノレギー源であった石炭の，かかる深刻な不足状況を反映している。

当時，国内生産の回復・増大にとって問題点とみなされていたのは，次の 3

点、である。 1 坑内労働者の減少(1943年163，490人， 1944年171，300人， 1945 

年 4月140，530人)， 2. 欠勤の増大(1938年 9.5%， 1943年17.8%， 1945年 4

月23%)， 3. 時間当たり生産性の減少(1940年167kg， 1945年 4月110kg)則。

その後，労働者数は1946年末には 211，189人に至るまで膨張L，労働条件の改

善もみられた。労働組合の生産増強闘争もあって，ともかくも石炭生産は急速

な回復を遂げ I国有化」以前には1938年の水準を回復する。

しかし，生産千段の更新は国内外の妨害もあって進まず，生産性の回復は遅

18) La crise charbonniere， Expose du ministre de la production industrielle fait le 25 juin 
1945， p. 10 

19) Odette Hardy-Hemery， op. cit.， p. 16. 
20) La cTise charbonniere， op. cit.， p. 10 
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れた。 I固有化Jが提起されたのはかかる状況下であり，固有化法の動機説明

に示されているように，石炭産業わ設備投資の問題が生産増大の一つの不ック

になっていたのは疑いない。

「固有化」後の石炭土産は， 1947年， 1948年と賃上げ要求を中心としたスト

ライキのために減少をみるが，その後は生産量・生産性ともに着実に増大して

ゆく〔第 3表〉。そして， この期間の労働者数は顕著に減少し， 1946年-1952

年の 7年闘で，坑内労働者数は約4万人も整理きれているりであるU と同時に

1944年以後，炭鉱労働者のストライキも減少 I~，総封働日数に占めるストライ

キによる損失日数は， 47年の 5.93%，48年の 8.333百から， 49年には 0.36%，50 

年には 0.12%へと取るに足らないまでに低下するのである2九

第3衰「国有化」後の生産量，生産性

一」28… 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 I 

生 長毒 47.6I 49.3 I 47.3 I 45.1 日日 間|問。!17.4〈百万ト/)I ~， .V I νu  τ Uム ..  .ι" '  I ••.••• I 

理委幸雪.1 1，227 悶 即 日701 1，095 1 1，203 1 1，310 1 1，362 
り巴 kg) | 

(注) 数字には固有化されてしない鉱山も含まれている。
(出所') 1. N. S. E. E.， Annuaire statistique de la Francι1966. p. 229. CDF， Rapport de 

Gestion， Exercise 1947 et 1949白 MauriceByι op. cit.， p. 156より作成。

そこで，かかる「合理イじ」を可能にした石炭産業への投資を性質別に分類し

たのが第 4表であるが， 1948年以降投資額が激増しているのが明らかである。

特に，長期事業すなわち近代化事業と石炭工業に投資が集中されてゆ〈傾向，

それと対照的に住宅・福祉事業への投資が犠牲にされてゆく傾向が明らかであ

る。

そしてこの投資の資金源についてみると， 1947年一1952年の投資累計の内，

63%が公的資金である近代イニ・装備基企 (FME)一一アメリカの見返資金と固

庫拠出金からなる一一ーによって供給されていたことが注目される叩。そしてこ

21) Charbonnages de France， Ratport de gestion， Exercise 1949 
22) Maurice 8ye， ot. cit.. p. 142 
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第4表 「固有化」後の石炭産業への投資
〔説位)100万新フラン

巴里l蜘巳士宮山竺!195? -1 
住宅，福祉事業 日41133177133121138

長期事業(近代化事業 5引 126 1 249 1 203 I 200 i 293 

中期事業(設備・機誠D更新)I 101 I 118 I 137 1 133 1 135 1 日6

石炭工業〔集積，電力，コー 72I 117 I 191 I 257 I 300 ~ 3回クス，化学 “|日 日晶 一 一 u 

I_~-子三王畳豆;ヨ」」
〈注〉 付加価砲説をひいた数字」

(出所) Michel Toromanoff， Le drame des houilleres， 1969， p. 37 なお， 事告震の名称は，
CDF， R.'lpportに掴勺て，去っかり中すいように憂えた。

の FME1::，その他政府系金融機関からの借入も含めれば，これら公的資金の

比重はさらに高〈なると推定される。

この点にかかわって，さらに投資資金源別の比重の推移をみてみよう。まず

1947年において，投資資金は自己金融と短期・長期資金借入によって賄なわれ

ていた。しかし，かかる調達は旧株主の CDF債権への利子償還などとともに

原価に圧迫を加えた結果，石炭の原価は政府が定める販売価格を上回り， CDF 

は大幅な赤字を計上していた。しかも，この赤字は国の補助金によっても埋め

合わされなかったのである叩。かかる事情が， CDFの投資政策に制約を課し

たことは言うまでもない。 1949年には CDFが黒字に転ずるのであるが，前年

度よわ始まっていた FMEからの借入は，この年，投資総額の87%を占めるま

でになるH30その後，この比重は低下し1951年には48%になり，代わって自己

資金が比重を高めてゆく。このように， CDFの投資政策において FME とい

う公的資金が果たした決定的な役割は明らかである。

「固有化」後の右炭産業は，生産量・生産性をみる限り順調な回復を遂げ，

その意味において「固有イヒ」政策は「石炭危機」を解消 L，フラ Y ス経済の戦

23) Charbonnages de France， RapPoTt de gestion， Exerc:ise 1947 
24) Ibid.. Exercise 1949 
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後復興において大きな役割を果たした。しかし，その過程において公的資金は

不可欠の位置を占め，まずもってその大量の動員による大規模な設備投資，次

いでそれに伴う「合理化」が可能となって始めて「石炭危機」が解消されたと

言えよう。このことは I国有イtJが少なくともその発生過程において，公的

資金と密接に結びつかざるを得ないことを示している。

かくして i固有化」政策という国家の経済的介入は，公的資金の導入とし白

う具体的な形態によって把握されな円ればならないのである。とすれば，この

「固有化」政策と「国有イtJ以前の石炭産業における資本蓄積との関連が問わ

れなければならなL、。

ところで，かかる公的資金の大量の導入によって可能左なっ土「石炭危機」

の克服は，前節で述べた固有化」された企業内において民主主義的管理機

構が形骸化し，官僚機構が拡大化してゆく過程と軌をーにしている。そこで節

を改めて，戦後改革期にお什る官僚機構の問題，及び「国有イ己」政策の経済的

要因の問題について検討してみよう。

III I固有化」政策をめぐる諸問題

前述の CNR綱領は，政治諸制度の改草よりも経済・社会諸制度の改草に重

点をおいたものとされているが，確かに，この綱領では行政機構の改草につい

ては対独協力者の行政からの追放にしか触れていない'"。そして，この公職追

放は，それのみでは必ずしも官僚機構の民主化を意味するものではないであろ

o
 

h

つ

しかし，この公職追放でさえ，戦後改革期においては充分になされなかった。

この時期の国家機構の問題を研究したスコットによれば， CNR (特に共産党)

と並びかつ対立する戦後改革の立役者， ドゴーノレは，解放以前の1943年 2月よ

りすでに解放後の行政機構の立て直しを準備してし、た。すなわち，解放後の県

知事およぴ州知事の人選がすすめられ，彼らの多くが!日来の行政職から選抜さ

25) Les institutions de 1a IV' republiquc， op. cit 
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れたのである。そして，解放前に早〈も配置され司法権を与えられていたため

に，解放後の公職追放の過程において，これら地方行政機構の長はそれを遅ら

せ緩和するうえで決定的な役割を果たしたのであった。また，中央行政機構に

おいてもそれ以上に公職追放は緩和され，それは特に大蔵省において顕著であ

ったことが指摘されてし、がω。

ζ うして大部分ではないにせよ一面で温存された官僚機構による否定的側面

は，石炭産業の場合，例えば次のような形で現われている。すなわち，解放直

後の「石炭危機」は前述したところであるが，経営者層はこの原因を炭鉱労働

者の怠慢に求めるキャ γベーンをはっていた。しかし，この背景には石炭割当

局による恋意的な石炭ストッグの回分操作があったと土は，当時の告を通網の回

復状態からしてほぼ明らmなことであったm。

戦後改草において，行政機構は一定の改草を受け入れたけれども，公職追放

の不充分もあってその民主化は不徹底であったとスコットは言う即。しかし，

むしろ立法機関を制する 3党による連合政権以前に， ドゴーノレによって逸早く

官僚機構は立て直され，それをいわば前提として連合政権による「国有化」政

策が展開されたと言った方がより適切であろう。

しかし，スコットの研究は，政治的危機を一つのテコとして官僚機構が，一

方では旧来の機構を引き継ぎつつも，他方では大蔵省を軸点に再編されること

を重視しており参考となる。兄ヨットは， この再編が「国有化」企業や計画行

政を巻き込む過程については触れていないが，戦後の国家の経済的介入の特徴

を官僚機構の側面から適確に把握したものと言えるであろう。それでは次に，

官僚機構の問題とは別に i国有化」政策由経済的要因の問題をとりあげるこ

とに 1--1こい。

この点についても 7，コットの戦争中の資本蓄積についての研究を手掛かり

26) Jean-Paul Scot，同 La‘restrauIation de l'Etat' (juin 1944-novembre 1945)"， Cahiers d'his-
toire. n 0 20-21， 1977~ pp. 179-182 

27) フランス現代史研究会訳「トレーズ政治報告隼」第Z巻，昭平]30毛 144-255へ ジ参照。

28) Jean-Paul Scot， op. cit.， p. 185. 
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としよう加。スコットのこの研究の主眼は，戦争を長期の不況段階(それは過

剰蓄積によって把握されているうの内に含める「伝統的解釈」に対して，戦争

が過剰蓄積を部分的に解消しつつ長期の回復をもたらす転換点となったという

「解釈」を打ち出すことにあると言えるD いま，戦争を不況段階に含むか否か

は別として，スコッ lが言う過剰蓄積の部分的解消についてより詳しくみよう。

ユコットによればこうである。戦争中の生産量は全般的に低下するが，それ

は生産財よりも消費財においてより著しか νた。そして，かかる生産量。低下

にもかかわらず，独占部門=生産財生産部門では主として労働者の超過搾取に

よって利潤率は上昇している。とれが，スコットのし、う戦時中の過剰蓄積の部

分的解消の根拠である。九コットは，これを各産業ごとに調べているが，右炭

産業については次のように述べている。

すなわち， 1938年には石炭産業の設備稼動率は80%でしかなかったが，戦時

中の石炭生産は若干増大する。労働者数は1938年から1943年までの問に 3%増

大し，また労働日も延長されこれが生産性の低下を相殺した。かくじて，右炭

産業は，実質賃銀の著しい低下，稼動率の上昇，市場の分割によって利潤率を

あげた， と。かかる利潤率の上昇をもってスヨットは過剰蓄積の解消を言って

いるとみてよいであろう。

しかし，単に利潤率の上昇をもって過剰蓄療の解消を言うには無理があると

思われる。なぜならば，資本蓄積の恐慌からの回復は，技術革新と結びついて

いることは一般に認められていることであるし，戦時中設備更新がなされなか

ったことはスコットも認めているからである。また，生産性り低下もすでにみ

たと ιろである。しかも，実質賃銀の低下は消費別部門の生産回復を遅らせ，

生産財部門を経由しても石炭市場。回復士遅らせると考えられるからである。

従って，超過搾取による利潤率の主昇をもって過剰蓄積が解消されるとする

ことには疑問が残るが，さらに，スワットの研究は次の点をみすごしているよ

29) Jean-Paul Scot.“E凶 aisllr le mauvement de la production. du prof1t et de l'exploitation 

en France de 1939 a 1945 "， Cahier.s d'h.istoire， n 0 ] 6， 1976. 



64. (246) 第 137巻第2号

うに思われる。シュノの指摘をかりれば， I戦争により 5年間にわたって需給

が窮迫した結果，第 1の危機によって引き起こされた事態はいっそう探刻の度

を加えた。おりしも，石炭価格は国が決定すると ζ ろとなったので，請負生産

費と販売価格との差額を担めるために，国は民有の石炭会社に対し『赤字補給

金』を支給しなければならなかった」船という点である。すなわも， このよう

な戦時利得の問題を抜きにして，戦時中の利潤率の上昇を語るのは片手落ちで

あろう。

スコタトが述べているようにたとえ戦時中に利潤率の上昇がみられるとして

も，前節で述べたように，過剰蓄積の圧力が石炭会社のー定の協調を生み出L-，

技術革新投資への動因を鈍らせるという傾向が，基本的に戦時中にも働いてい

たと考えるのが妥当であると思われる。そして，これが正しいとするならば，

すでに戦時中に「赤字補給金」という形で公的資金が導入され始めているとい

うことは重要な意味をもっている。なぜならば， I固有化」による公的資金の

大量の導入も， ドヲスチックな変化を伴っているとはいえ，かかる延長線上に

位置付けうると芳えられるからである。

この意味において， 1945年当時に指導的な役割を果たした経済学者達(新古

典派，ケインジ7'/，プラニスト〉がほぼ一致して，国家の直接の投資，また

「固有化Jよりもむしろ，国家による信用の柔軟な利用に戦後復興の鍵を見い

出していたというスコットの指摘は示唆的℃あ針。。また，石炭産業の国有化

法の動機説明にみられる指摘，つまり国は石炭産業の所有者となり，それに直

接かかわる管理者とならない以上は， モの投資を引き受けることはできないと

の指摘は，上記り潮流との対称性においてきわめて暗示的である Q

また，-Yュノが石炭産業の「固有化」について次のように述べている点も参

考になる。すなわち 12度にわたる危機に見舞われた結果，石炭産業は，結

局，固有化への道をたどらなければならぬ運命となった」叩と。 シュノの言う

30) ベルナ ル シヰノ，長谷川|公昭訳「フランスの固有企業」昭和45年， 49へージ。
31) J.ean-Paul Scot，“ La • restauration de l'Etat' "， 0.ρ cit.， pp. 192-194 

32) へルナール シュノ j 前損害 48ページn
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2度の危機とは，第 1の危機が，両大戦間期の平価切り下げに伴う石炭相場の

暴格，それに端を発すQ ，経済ぱ危機」であり，第2の危機は，前述の戦時中

にお円る右炭需給の窮迫による第 1の危機の悪化である。シュノりこの指摘は

「国有イじ」を，両大戦同期の「経済的危機」からのいわば必然的な帰結として

とらえている点で，すくれていると言わねばならない。しかし，ここに言われ

ている「危機」とは，戦前からの高級官僚であるが ι ノらしく，国民経済的な

視点に立つての石炭産業の「危機」を意味していると言ってよい。従って，資

本苔積とのかかわりで把据きれているものではない。

そこで， I固有化」を公的資金の導入のー形熊としてとらえ，これが過剰蓄

積への傾向とかかわっていると考えた場合，この公的資金と過剰蓄積との関連

はし、かに把握されうるのだろうか。確かに，一連の「固有イ~J 政策を経て，フ

ランス経済は高成長を遂げたという事実をもって，公的資金が過剰J蓄積を解消

する，少なくとも一手段として働いたと把握することも可能であろう O しかし，

この両者の関連を理論的に問い直す必要があるように思われる。ここではヲか

かる関連を問題にしたものとして，また小論で取り扱った現実を素材にしたも

のとしてヲフランスのいわゆる「過剰蓄積・減価の理論」をとりあげる。

この理論も論者によって少なからぬ差異が認められるが，その主たる提唱者

であるポッカラの理論をみてみよう sω。ポッカラの理論の 1つの要点は，資本

主義の長期的発展を説明するために，いわゆるがj潤率の傾向的低落の法則をさ

らに現象のνベノレに近づけ，理論化する ζ とにある。かなり単純化して言うな

らば，資本の有機的構成の高度化に基づく利潤率の傾向的低落を，より具体的

に現象のレベルで把握すれば， それは過剰蓄積という概念で理論化される。そ

して，過剰蓄積(生産され，実現される利潤に比して，この蓄積された資本が

要求する利潤の過乗〉は 2 過剰生産によって周期的に現実に現われる， とする

のである。

33) Paul Boccara， Etudes sur le ca戸talismemonopoliste d'Etat， sa crise et son issue， troi 
s.ieme ed山 onaugmentee， 1977 
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しかし，ポヅカラの理論のより大きな特徴はむしろ過剰蓄積より，その解決

策を意味する対概念 r減価J (資本の一部の利潤要求の低下〉にあるといっ

てよし九ポッカラによれば，この「減価」によって他の資本の利潤率の上昇が，

また資本蓄積の再開が可能となる。ここでは，ポッカラの理論を直接の対象と

はしていないので，これ以上の論述は避けるが，以上の 2つの概念を前提にし

て， ζ の理論による先の潤題の説明をみてみよう。

1920・30年代は長期の過剰蓄積のj段階と規定されるが， 19世紀末の同様の長

期の過剰蓄積の段階でこの過剰蓄積を解消せしめた「構造的減価」は， 29年恐

慌以後，資本の「減価」を妨げるようになり，逆に過剰蓄積を深刻化させる。

ボッカラが特にここで問題にしているのは，独占による価格維持を通じての

「資本の『減価』の凍結」のようである。そして，このことが新たな永続的な

性格を持つ「減価J， すなわち「構造的減価」を生み出すーっの要因となる。

「公的金融」のー形態をなす「国有」企業は，この「構造的減価」のー態様と

して位置付けられるわけである。

一見して明らかのようにボッカラの理論は，資本一般のレベノレで論じられて

いる。従って，総資本のレベルでとらえられた資本蓄積という視点から， r国

有化」のいわば経済的必然性を理論化していると言えよう。かかる意味ではシ

ュノの視点を引き継ぎつつ，さらにそれを発展させていると言える。ポッカラ

の理論はそれ自体として検討すべきであろうが，こ ζでは少なくとも国有

化」あるいは「国有」企業というものを， その形式にとらわれずに「公的金

融」のー形態と L-C把握し，これを過剰蓄積とのかかわりでとらえ理論化して

いる点で，すぐれていると言わなければならなし、。

しかしまた，単に「国有」企業だけでなく，同時に技術革新というものも戦

後フラ γ 只経済の高成長を支えたということは否定できないであろラが，この

技術革新という問題がポッカラの言う「構造的減価」とどの上ラにかかわって

いるのだろうかワ 少な〈とも，このような疑問は残る。

小論では，石炭摩業を素材にして「固有化」の経済的要因を考察してきたが，
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かかるポッカラの見解に立てば，一産業のみを素材にしてその「国有化」のい

わば経済的必然性まで論じることは困難であろう。しかし，少なくとも r国

有化」以前の石炭産業においては過剰蓄積への傾向が支配していて，そのもと

で技術革新投資の鈍化がみられたこと，このことが直接的立石炭産業「固有

化」の経済的安悶となったことは確かであろう。換言すれば r国有化」が何

故ある特定の領域 E現われたのかは，その個別の産業において過剰蓄積がどの

ように作用したのかをもって明らかとなると考えられるのーである。

結びにかえて

これまでの通説においては，フラ γ 旦の戦後改革期の「国有イ七」を，当時の

政治状況を反映したいわば民主主義的改草ととらえ，その政治保守化過程で，

「変質」あるいは「機能転イtJを遂げ，現代資本主義の「生産力的支柱」ある

いは「生産力再編の基礎」となった， というE里解が一般的であったように思わ

れる。そして，このことは確かに，第 l節で述べたように民主主義的管理の形

骸化過程をみる限り，当を得た指摘であろう。

しかし r国有化」以前の資本蓄積の状態から，この「国有化」をとらえた

場合，それは公的資金の導入のー形態ととらえることができるのではないだろ

うか。かかる視角からするならば，戦後改革期フランスの「国有化」とは，い

わば一つの経済的必然性をもって現われたものとして，また，当時の政治的状

況によってかかる形態を与えられたものとして把握することが可能となるであ

ろう。ここに産業政策としての「固有化」政策の根拠商における新しい視角を

見い出すことができるのである。

(1985年 3月4日〕


